
障 福 第 33 号
平成28年４月11日

各市町村障害福祉主管課長　様

神奈川県保健福祉局福祉部障害福祉課長　
（公印省略）　


就労移行支援及び就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）における適切なサービス
提供の推進について（通知）

日頃より、障害保健福祉施策の推進に御理解・御協力いただき厚くお礼申し上げます。
さて、この度、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長から、平成28年３月30日付け障障発0330第１号により、就労移行支援及び就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）における適切なサービス提供の推進について別紙のとおり通知がありました。
つきましては、就労継続支援Ａ型事業所を利用する場合には、原則として暫定支給決定を行うとともに、特別支援学校卒業者等が就労継続支援Ｂ型事業所を利用する場合には就労移行支援事業所等によるアセスメントを実施するなど、本通知の趣旨を踏まえた適切な支給決定に御留意くださいますようお願いいたします。


問い合わせ先　　　　　　
事業支援グループ　岡崎
電話　045-210-4717　　


